
〔問〕

昭和 46年度 (問題)

次のA，B公よびcのいずれか一つを選んで解答せよ。

A. 4問中 5問選択

A-1. 次の 3つの事例陀ついて，重過失免責を適用できるか否かなよびその理由Kついて略

述せよ。

幽重過失について約款に公いては，次のように規定しているものとする。

・会社は，被保険者が次の各号Kよって・・…・の規定K該当した場合は災害保

険金，傷害給付金または入院給付金を支払いません。

1 保険契約者または被保険者の故意または重大左過失によるとき

2. 以下省略

(1)被保険者は深夜国道の横断歩道で左いところを横断しようとして， トラック Kはねら

れて死亡した。(平常自動車等の通行は余り多くは左く，時々同様K渡るものもいたと

い今。)

(2) 被保険者は乗用車で踏切に進入，電車陀はねられて受傷した。との踏切には遮断機は

無かったが警報機はついていた。当日は雨で窓をしめていたので警報機の音K気づかま

かったという。

(3) 被保険者は会社終了後ビール 1本を飲んで電車K乗ったが，気分が悪くまったので途

中の駅で下車し，電車の進行方向約 2メートノレ先でプラットホームから線路上K吐いた

が，発車した電車Kはねられ受傷した。

A-2. 生命保険会社で変額保険 (Variable 工nsurance) を販売するとした場合，

現行保険業法，同施行規則上問題K在ると思われる部分があれば，それを挙げ説明せよ。

A-3. 次の該当者K対し，保険料を払込猶予期間内K支払ったが，本社へは期間経過後K着

金したので，本社の担当係は復活手続を要求した。との要求は正しいか否か各個の場合

Kっき簡単K説明せよ。

(1)支庄 (2)支社 (3)外務員 (4)集金人 (5)代理庄
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〔間〕

(6)団体 特別取扱の取扱代表者 (責 任者 ) (7)嘱託医 (8)取締役

(9)保険 計理 人 側 郵 便 局 Kて振替貯金口座へ払込

A-4. 次の事項Kついて簡単陀説明せよ。

7. 基礎書類

イ.告知K台ける質問書

ウ.乗換契約

エ.特記呈職金共済団体

オ.団体保険契約と団体取扱契約

B. 4問中 3問選択

B -1. 次の文章は信託契約忙なける受託者について述べたものである。

空所を下記の単語Kよってうめよ。(空所の数字陀対応する託号を記入のとと。解答例

②-z) 

(1)仁むは信託の目的聞い，仁むを仁歪コ又は仁むする義務を

負うものであって， 仁むと対立して仁むの当事者と左る。

法人はその仁むの範囲内ゆいて信託の引受をするととができ OiJ~， 仁E

U て引受ける場合Kは仁むの適用を受 ける 。

(2) 受託者自ら仁むほって仁むを享受するととはできまい。

(3) 受託者は信託の本旨K従って仁亙コを以て信託事務を処理ほければ左ら左い。

(4) 受託者は仁亙コを取得して，自らの仁亙コとした t，又は信託財産Kついて

仁亙コした片るととはできまい。

(5) 受託者は仁亙コ信託事務を処理しなければなら左い。

(6) 受諮問託行為VCJ:t譲渡を受けた仁互コを自己の仁亙コ及びその他の信

託財産と仁亙コするととが必要である。
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〔問〕

(7) 受託者が数人あるときは信託財産はその仁むとねo

ムー受益者 B-自ら C一信託法 D一目的 E一権利を取得

F一合有 G一処分 H一善良なる管理者の注意 工ー他人をして

z一信託財産 Kー営業 L一共有 M一受託者 N-固有財産

O一信託行為 P一分別して管理 Q一信託業法 Rー管理

S一信託の別益 T一信託管理人 U一委託者 (重複使用もある。)

B-2. 金銭信託の運用方法のそれぞれKついて説明し，かつ適格年金信託と年金投資基金信

託との両者についてそのいずれK属するかを記せ。

B-3. (1)退職給与引当金制度の一部または全部を厚生年金基金制度K移行する場合

(2) 適格年金制度を厚生年金基金制度に移行する場合

のそれぞれKづいて税法上の取扱を説明せよ。

B-4. 厚生年金基金の運営機関を列挙し，それぞれの職務権限について厚生年金保険法Kも

とづいて説明せよ。

c . 4問中 3間選択

c -1. 商法第 631条(超過保険)の趣旨左らびK保険価額Kっき説明せよ。

c-2. 保険業法施行規則第 28条(支払備金の積立)vcもとづく損害保険支払備金，特に

工BNR支払備金積立の趣旨Kっき述べよ。

c -3. 保険募集の取締K関する法律第 15条(募集文書図面の記載禁止事項)vcもとづく規
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〔問〕

制の概要を損害保険の場合につき説明せよ。

c-4. 損害保険料率算出団体陀関する法律第?条(保険料率)の規定左らびに保険料率算定

上の基本原則陀っき解説せよ。
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昭和 46年度 (解答)

A-1. 

各社の災特，交通災特等の約款Kは，被保険者の重過失免責が規定されている。とうした重

過失の問題を考える Kあたっては，制度の設けられた趣旨が奈辺にあるかをまず明らかKして

からで左いと，解決K近づけまいであろう。

以下1.重過失免責規定の設けられた趣旨 2.重過失成立の要件， 五設問陀対する回答のj願

K述べる。

1. 重過失免責規定の設けられた趣旨

とれについては，学説会よび実務では，次のイ，またはロ，あるいは，その双方を併せて

説明するのが通常である。

イ.人聞は，自己の生命・身体を保持する意欲を本能的K持っているのであフて，との意欲

Kもとづく生命・身体の保持K必要左注意を充分陀果たさずK招来せしめた事故K対して

保険金等の支払義務を負うととは，相互扶助の精神をいちじるしくゆがめるものである，

という考えによる。

ロ.保障の対象K在る保険事故は rきわめて」偶発的左ものに限られるのであって，重過

失陀該当する事故は，もはや「きわめてJ偶発的とはいい得左いという考えによる。

2. 重過失成立の要件

約款助、う「被保険者の重過失」の意義は，次のとなりである。

「事昌失とは，結果発生の可能性が大きい場合陀沿いて，その態様の結果発生の予見，そ

の態様の結果発生の回避を内容とする自己の生命・身体の保持K必要ま注意を不注意Kよっ

て怠るとと Kより，結果を発生せしめるととをいうJ。

ここから，重過失成立の要件として次のイ~ニが導き出される。

イ. 被保険者が注意能力を有するとと。

ロ 結果発生の可能性が大であるとと。

結果発生の予見が可能であるとと。

ニ 結果発生の回避が可能であること。

すなわち，重過失が成り立つためには，との 4要件のすべてをみたすととが必要であ t，

その 1つでもが欠ければ重過失は成立し左い。
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5. 設問K対する回答

(1)事故現場の状況が r平常自動車等の通行は余り多くは左(，ときどき同様K横断する

ものもいた」というのであるから，結果発生の可能性が大であるとはいえまいであろう O

上記ロの要件をみたさず，したがって重過失Kは該当しまい。

(2) 不注意による踏切事故の結果発生の可能性は，経験上大である。乗用車の運転ができる

者は(当然K運転免許も取得しているであろうし)，通常人の注意能力を有しているもの

と推定してよいから，当然予見し得べきであり，また，ち zっと注意すれば窓がしまって

いたとしても警報機の音が聞とえたであろうし，赤の点波信号も確認できたはずである。

したがって回避の可能性も大きく，重過失成立。

(3) 被保険者は会社員である(と思われる)ので，注意能力を有していたものとみてよかろ

ぅ。また，飲酒量とか，わざわざ途中下車してプラットホームから線路K吐く左どの行為

からみて泥酔伏態Kあるとも思われ左い。電車の進行方向でかかる行為をするζとは，危険

が大きいといいうるし，その予見もできたはずである。また，あえてか効ミる自新ラ為Kも

ひとしい危険を長かさずとも，吐気を我慢でき在いのであれば，他の場所陀吐くととがで

きたと思われるから回避可能性もある。重過失成立。

結局，設問の(1トでは重過失免責を適用できず， (2)， (3)ではとれができるものと解する。

A-2 

変額保険を生命保険会社が販売することについて r現行諸法制のまま， もしくはその一部

手直しのみで可能である」とする見解もあるが，変額保険の円滑左実施・運営を図るうえで現

行諸法制，とく K保険業、法の改正・整備が必要であるとする説が一般的で，現K監督官庁であ

る大蔵省もその立場K立って具体的検討に着手している。

従って，以下，一般的見解の立場から，現行保険業法上，改正・整備を要すると思われる点

Kついて述べるとととする。

7.専業主義との調整

変額保険が，業法第 5条の「他業の制限J~抵触するかどうかKついては議論の分れると

とろであるが，一般には，変額保険は生命保険商品の一類型であれとく K問題とは左ら左

いとする説が有力である。この説K立つ限bでは業法第 5条の規定を現行のままで変額保険
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取扱いが可能と在るが， もし生命保険商品とは別個の商品であるとされた場合は， r生命保

険会社もしくはその関連会社Kよる証券業(場合陀よっては信託業)の免許取得」を可能托

する等の法改正が必要と在る。

イ.分離勘定規定の新設

変額保険は現行の生命保険商品とはか左り異質左ものであるととろから，その資産を他の

一般生保契約資産と分離して勘定し，とれを取扱う必要がある。現在の保険業法は分離勘定

を予定してい左いので，下記について明確ま規定を設けるととが望ましい。

a. 分離勘定の定義ないしは概念規定

b. 分離勘定設置会社の具備すべき最低要件

C. 分離勘定の運営K関する基本的事項(分離勘定設定基準・数，経理上の基準原則，責

任準備金の計算，主務大臣への届出・報告の形式長よび方法等)

ウ.資産運用上の特例規定の設定

a 資産評価の特伊昧見定

変額保険の特性K応じた資産評価を行左い，その円滑左運営を図るため~，分離勘定資

産Kついて次のよう左特-w昧見定を設定する必要がある。

(1) 分離勘定資産の所有する上場有価証券Kついて時価証価が可能である旨の規定

(2) 分離勘定資産について，業法第 84条(株式評価の特例)，第 86条(評価益金よび

売却益の積立)金よび第 87条(第 86条積立金の使用)の各規定の適用除外

(3) 一般勘定資産とは別の基準Kより，分離勘定資産Kついて価格変動準備金を設ける旨

の規定

b 資産の刺用方法・割合の特例規定

保険会社の資産の刺用方法合よび割合の制限規定は，現行の一般生命保険の特性に基い

て設けられているものであり，変額保険の分離勘定資産陀ついてとれを適用するととには

無理がある。従って，分離勘定資産の利用方法台よび割合K関しては，とれら現行規則の

適用を除外し，場合によっては分離勘定固有の規定を設ける必要がある。

エ.その他

以上のほか，例えば次の点についても規定明確化の必要があると思われる。(法令整備上

の技術的措置の面で形式上改訂を要する事項もあるがことでは省略する。)

a 変額保険事、よび分離勘定K関し，基礎書類陀記載すべき事項の明記

b 相互会社陀辛子いて，一般勘定の契約者(社員)と分離勘定の契約者(社員)聞の権利・
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義務の公平性を維持するよう左措置規定

A-3. 

1. 基本的左考え方

1)保険料払込猶予期間と復活

保険料の支払Kついては，一時払と分割払とがあるが，保険期間が長期にわたるととの

多い生命保険契約陀金いては後者が通常と左っている。分割払の場合の第 2回以後の保険

料支払については，約款で払込猶予期聞の制度が設けられ，保険料の払込が期日に遅れて

もとの期間内陀払い込まれれば，契約を有効陀存続させるとととするとともに，その期間

内K保険料の支払が左いときは，契約は当然陀失効するものとされている。左~.，.，保険料

提替貸付制度があるが，ととでは論及し左い。とれは保険契約の多数契約性を考慮して設

けられた制度である。

しかし，一方，との場合の失効契約については，保険契約が一定の期間内陀会社の承諾

を得て，契約の復活を左し得る旨を定めている。との復活K関する両者の合意は，従来の

保険契約を同一性を保持しつつ存続させるととを目的とする特殊左契約であるとされる。

2) 保険料支払義務

会社が保険料を集金するととが慣行とまっている一般月払契約のようま場合V'C~-.ける保

険料支払義務は，取立債務まりとする考え方(昭和 26年東京高判等)もあるが，払い方

の区別を問わず保険契約者の保険料支払義務は持参債務左り(商法第 516条， 民法第

484条) とするのが通説である。

現行の約款も持参債務説の立場陀たって，集金人の派遣は「使宜J行なうものとしてい

る。

3) 保険料入金日

保険料入金自の判定にあたっては，持参債務の原則から言。て，会社の本社または指定

した場所K着金した日.を基準とする(受信主義)のは当然である。送金日をもって入金日

とする(発信主義)左らば，送金日が払込猶予期間内である本問題K公いては(イ)--(ヲ)のい

ずれも検討するまでも左<，会社の要求は不適当というとと K在。てしまう。しかし，と

とでは一般的左受信主義を前提とし，本聞の各個の場合に入金日が猶予期間内であったと

いえるかどうかにつき論述する。
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2. 本間の各個の場合Kついて

保険料Kっき持参債務の原員Ij/t(立つらU::，本間は，げ)--伊)が「会社の本社または指定した

場所J/t(該当するか否かK帰着する。しかし，取立債務K転化していると認められる場合K

は，集金担当者として正当左権限を有しているか否かの問題と左る。以下とれKっき簡単K

論述する。

(1)支庖

支庖とは，商法では，本庖K従属しつで〉一定の範囲で独立性を有する営業活動の中心で

あり，その法律上の地位は本庄K準ずる。したがって，仮K支庄が保険料の受領K関する

権限を与えられてい左くても，支庖K対する支払は，本社K対する支払と全〈同ーの法律

効果を有するととK在る。

(2) 支社

支社は，名称陀長いて類似しているが，一般K上記肝)の「支庖Jでは左い。しかしまが

ら一般に支社は事務組織の一部として保険料収納事務部門を有し，保険料の収納K関す

る権限を授与されていると認められるので，支社は「会社の指定した場所J/t(あたると

解するのが妥当である。

(3) 外務員

前述の持参債務の原則からは，外務員の預った保険料が支社等陀到着して，はじめて

「会社J/t(払い込まれたものと解すべきであろう。しかし，外務員K第2回以後の保険料

収納権限を与えている場合は，前述のと台り取立債務K転化しているという解釈もあり，

当該外務員K支払えば r会社の指定した場所J/t(支払ったものと解される余地がある。

(左な，集金権限を有しない外務員K対する支払いの場合でも，表見侍里の問題がある。)

(4) 集金人

集金人Kついても，前記の集金権限ある外務員と同様に考えられる。

(5) 代理庖

代理庄の業務は，紹介，募集長よび集金の三つの機能K大別されるが，代理庖がその機

能の全部または一部として集金の機能を有している場合Kは，独立の第三者を「会社の指

定した場所jとし，集金を委託したものと解される。

(6) 団体特別取扱いの取扱代表者(責任者)

団体特別取扱いとは，会社と団体の約定Kより，その団体構成員の保険料の集金を団体

で一括して行左う方式をいう。との場合，会社はこの団体特別取扱いに関する特約条項で，
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「保険料は取扱代表者を経由して払い込むととなよび取扱代表者から会社K払い込まれた

時を入金日とするととJを明示しているのが普通である。

(7) 嘱託医は，会社の診査機関であり，保険料収紺搾限を与えられてい在い。したがって，

嘱託医K対する保険料の支払いは「会社の指定した場所JK対する支払いに該当するとと

は通常あり得左い。

(8) 取締役

取締役は，一般的Kは集金権限を有する者では左い。したがって，取締役中の代表取締

役たる者長よび保険料収納業務の執行権限を与えられている者(例えば料金部長 )K対す

る支払いは「会社JK対する支払いと言えるが，それ以外は「会社JK対する支払いKは

該当しまい。もっとも，代表権の左い取締役K対する保険料の支払いであっても，副社長，

専務，常務等の名称、を有する取締役に対する支払いの場合は，保険契約者に台いて表見代

表取締役の法理の適用を主張して会社陀対抗するととができる。

(9) 保険言世人

監査役は会社の会計監査を行左う者，保険計理人とは保険数理K関する事項を該当する

者であ t，とれらの者は，集金権限を有してい左いので，とれらの者K保険料を支払った

だけでは r会社JK対する支払いとは左らまい。

側郵便局にて振替貯金口座へ払込み

各社が古〈から指定している方法である。との場合，会社の振替貯金口座への払込みを

行左った郵便局の窓口が「会社の指定した場所Jというとと K在る。

A-4. 

イ.基礎書類

保険事業の免許を受けるための申請書K添付すべき書類であって，次のものをいう。

定款，事業方法書，普通保険約款，保険料及責任準備金算出方法書，財産利用方法書

との書類は事業運営の基礎とまる事項を規定しているので一般K基礎書類とよばれている。

基礎書類の記載内容については商法，保険業法，同施行規則に規定がある。

基礎書類の変更は主務大臣の認可を必要とし(保険業法 10条 1項)，また主務大臣は，

保険会社の業務または財産の状況K会社特有の事'情がある場合，または会社外部に台ける一

般的左事情の変更がある場合Kは，保険契約者等の別益を保護するため，基礎書類K定めた
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事項の変更を命令しうる(保険業法 10条 2項)，命令があれば申請の手続をとらねば左ら

左い。

基礎書類の変更の認可の際，保険契約者，被保険者または保険金受取人の利益を保護する

ため特K必要があると認めるときは，その変更の効力を認可の際K現K存する契約K対しで

も将来K向って及ぼさせるととができる(保険業法 10条 5項)。本来保険契約成立後K台

いて基礎書類が変更されても，既K成立した契約の効力Kは影響が左いのが原則である科

保険団体内部の衡平を確保する見地から，このよう左行政処分が保険業法陀金いて認められ

ている。との行政処分が行左われたときKは，保険会社はそれを公告し左ければ左ら左い

(保険業法 10条 4項)。

白，告知に長ける質問書

保険契約者または被保険者の告知義務は，保険の技術上特K法律上定められた義務である

が，契約者，被保険者は何が危険測定上重要事項であるかを知ら左いのが通常である。従っ

て保険者は契約申込書等K告知すべき重要事項Kついて質問欄を設け，その答の記入を求め

ている。とれを質問書(または質問表)という。普通保険約款rrcr告知事項は書面で質問し，

その回答は書面によるととを要するJ旨規定するととが一般K行左われている。

質問書は告知義務制度を合理化する実際よの必要から考えられたもので，保険者は契約者

または被保険者K質払曹を提出すべき義務を負うものでは左いが，契約者または被保険者が

受動的陀答を記入すれば，悪意の黙秘が左いかぎり，告知義務違反は左いものとして取り扱

われる。悪意の黙枇あるか否かは保険者が立証し左ければ左ら左い。契約者側からいえば，

必ずしも質問書記載のすべてについて答え，また真実を答える義務を負うものでは左いが，

悪意の黙秘，不実の記載があった場合は，告知義務違反があったものとして取 b扱われるか

ら，とれを免れるためKは，質問書記載の事項が重要事項K該当し左いととを契約者側K金

いて立証する必要がある。

現行法が告知義務について主観的要素を考慮しすぎること K対し批判があ!J，将来は質問

書の効力Kついて立法化する必要があるともいわれている。

へ乗換契約

既存の保険契約を不当K消滅させて，新しい契約を締結させた場合，その契約を通常，乗

換契約とよんでいる。

「保険募集の取締K関する法律Jrrc生命保険募集人民対する禁止行為のーっとして乗換行

為を規定している。即ち，保険契約者または被保険者K対して
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帰存契約を不当 K消滅させるととKより新たな保険契約の申込を左さしめる行為① 

② 新たな保険契約の申込をさせるとと Kよb既存保険契約を不当 K消滅させる行為，既存

保険契約は自社，他社を問わ左い

既存保険契約を不当に消滅させもしくは不当に保険契約の申込をさせる行為③ 

④ 上記の各行為をすすめる行為

とれは，乗換が契約者取締法は乗換行為K対して非常に厳格左禁止規定を設けているが，

Kとって利益とまるものでまし会社にとっても無益であれ単K募集人のみが手数料Kよ

る不当左利益を得るという前提があるためである。

ニ.特定退職金共済団体

との団体が給付する年金(とれ陀類する給付を含む)は所所得税法に規定のある団体で，

得税法の規定の適用Kついて給与とみまされる(所得税法29条)。

団体の要件)
 

4

・A(
 

団体とま bうるのは次の法人K限る。

市町村(特別区を含む)

商工会議所，商工会，商工会連合会

都道府県中小企業団体中央会

退職金共済事業を主たる目的とする法人

その他大蔵大臣の指定するとれら K準ずる法人

① 

爪

w

@

の

@

@

② 多数の事業主を対象として退職金共済契約を締結するととを目的とし，かっ加入事業

主のみがその掛金を負担するとと

加入者のうち他の特定退職金共済団体の加入者を含ま左いとと

加入者のうち個人事業主(親族を含む)，法人の役員を含ままいとと

掛金(運用益を含む〉は加入事業主K返還し左いとと

③

④

⑤

⑥

 事業主の払込掛金(運用益を含む)から事務経費を控除した残額は特定預金として運

用し，かっとれら資産を担保K供し，また貸付け左いこと，特定預金としては

公社債イ

金預ロ

合同運用信託

証券投資信託の受益証券

加入者を被保険者とする一定の生命保険の保険料
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⑦ 加 入 者 1人Kっき掛金月額 4，000円以下であるとと

⑨ 掛金，給付額Kついて加入事業主，加入者のうち特定の者Kついて不当左差別取扱を

し左いとと

①経理は他の経理と区分して行なうとと

(2) 団体の承認と承認の取消し

団体の承認を受けるためには一定の承認申請書をその法人の主たる事務所の所在弛む所

轄税務署長K提出しなければ左ら左い。要件K反する行為があるときは承認の取消が左さ

オlる。

(3) 税務取扱い

① 事業主掛金の損金算入が認められる

②退職給与引当金の計算Kついて調整の必要がある

ホ.団体保険契約と団体取扱契約

団体保険契約は特定の指標を有する多数の人聞の集団を被保険団体とするー箇の保険契約

であり.'一般K集団または集団の代表者が契約者と左 T.客観的基準陀よる集団所属員が被

保険団体を構成する。集団としては普通，会社，工場等の被用者団体が一般的であるが，必

ずしも被用者とは限ら左い。団体定期保険，団体養老保険，団体年金保険等が一般に行左わ

れている。

団体取扱保険は個人保険の集合であり，契約者または被保険者の共通の指標Kよって団体

を構成し，多数契約の保険料の取りまとめ等の事務を団体K委託し，保険会社の契約管理を

簡単にするものである。契約者は団体，団体の代表者，団体所属員の各場合がある。保険契

約とは別に団体側と事務取扱の契約を締結するのが普通であり，団体側の事務K対して手数

料の支払がある。

B-1. 

(1)①-M  ②-J  ③-R  ④-G  ⑤-u ⑤一o ⑦-D  ③-K  

③-Q， 

(2) ⑬-A  ⑪-8  

(3) ⑫-H 

(4) ⑬-J  ⑬-N  ⑬-E  
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(5) ⑬-B  

(6) ⑪-'-3 ⑬-N  ⑬- p  

(7) @--F 



から，営業信託として特定金銭信託を受託する場合医は，元本補唱・収益補足の特約をす

るととは受託者を不刺左立場K立たせるので適当で左いと考えられ，信託業法第?条Kよ

b禁じられている。

(ヰ 鮒包定，無特定

金銭信託の運用K関し r指定j も「特定Jもし左い，つまり何の定めも行左わまいも

のである。従って受託者の任意K管理処分し得べきものであるが，営業信託の場合は受益

者保護の立場から，勅令Kより運用の方法を，(!漉便貯金 @遣財ラ預金 @沿債会よび特

別法K基いて設立された会社の社債の応募・引受・購入④国債なよび前掲公社債を担保

とする貸付，V'l:限定されているため，現実陀は全〈行左われてい左い。

b. 次K適格年金信託が上記 A運用種別のいずれに属するかであるが，

(1)先ず無指定，無得定で左いととは議論の余地が左い。年金基金の運用Kついては，安全

確実の面も要請されると共に，有利で左ければ左ら左い面もあり，運用の弾力性を最も必

要とするのに対して，極めて制限された形の運用方法しか許され左い無指定，無持定は取

り得ないからである。また，適格年金信託の運用K関し「元本保証的左ものv'l:50%以上，

株式V'l:30%以内，不動産V'l:20%以内」 という規制が行左われている事からも，無指定，

無特定ではあり得左い。

(2) 適格年金信託K沿いては，制度の主旨からして，信託の本旨K沿った実績主義Kよる運

営が期待され，また企業〈委託者)1fC対する課税問題K関連して，年金基金毎K単独K運

用すべきことが要請される。従って適格年金信託は他の基金と合同して運用する合同運用

の形をとるととは出来左い。

(3) 与しとKより，適格年金信託は残る指定金銭信託か特定かのいずれかに属ーするとととなっ

た。適格年金制度では適格要件のーっとして r事業主が信託財産の運用K関し，個別K

指図を行左わ左いものであるとと。」という制限があるが，との f個別の指図JlfCは「特

定」そのものは該当しないと解され，従って理論上は適格年金信託は「特定」の形でも存

在し得るが，その場合には約款K沿いて運用方法を具体的に規定する必要があり，委託者

K包括的左指図権を留保するととは認められないとされている。との様な制約の付された

「特定」では，年金信託か本来有すべき長期性，運用の弾力性幹よび機動性の要請と相容

れ左いので，実際問題としては「特定JlfC属する適格年金信託の存在する余地は無く，結

局適格年金信託は指定単独運用K属するものと結論せざるを得左い。

C.次に年金投資基金信託であるが，とれは年金信託の運用は本来単独運用であるけれども，

-137 ..... 



例えば比較的小口の基金を株式K運用するとした場合，危険の分散，資金効率，運用コスト

等の諸点に長いて，単独運用よりもむしろ数多くの年金基金の資金をプーノレとして一つの合

同運用団を設けて，大口資金として運用する方が優るという見地から考案されたものである。

従って飽くまでも年金信託として受託された金銭の運用K限定し，その運用対象として合同

運用の年金投資基金信託を設けたという主旨からして，当然、に年金投資基金信託は「合同運

用JVC属する。また r無指定，無特定」や「特定Jでは左いととは，適格年金信託の場合

と全〈同様であり，従って年金投資基金信託は合同運用指定金銭信託K属するものである。

B-3. 

(1) 税法上の取扱は

7. 移行時以降の退職給与引当金の取扱

イ.掛金の取扱

ウ.積立金の運用収益の取扱

エ.積立金K対する特別法人税の取扱

K分かれる。

7.移行時以降の退職給与引当金の取扱

法人税法施行令第 108条第 1項第 3号Kより退職給与引当金の累積限度額の調整が認

められる。との調整規定は，移行自の属する事業年度(以下移行年度)から，期末の繰越

退職給与引当金勘定の金額が， とむ特別の規定が在いとした場合の自己都合による当該期

末要支給額の 2分の 1相当額(調整前累積限度額)以下と左る最初の事業年度の直前の事

業年度まで適用される。との場合の各事業年度の累積限度超過の場合の取〈ずし(施行令

第 107条第1項第 2号)の基礎とまる累積限度額は，次のaまたは bのうち少い方の金額

とされているo

a.その事業年度終了の時陀金ける繰越退職給与引当金勘定の金額

b .その事業年度。新退職給与規定Kよる調整前累積限度額陀次の算式Kより言1算した金

額を加算した金額

×
 

¥
1
1
l
j
/
 

の
よ

常

K
額

通
過
し

酌
腕
げ

年
限
取

行
積
要

移
累
る

/
J
I
t
-
-
1
、

/移行自の翌事業年度開始の日か¥
(ら，その事業年度終了の時まで 1

84 ー¥の期間の月数 / 

84 

左台，退職給与規程を廃止して，その全部を厚生年金基金K移行する場合は，上の方法

-138-



Kよれば 7年均等取〈ずしと左る。

イ.話}金の取扱

掛金は，一般管理費全よび販売費として損金K算入される O

(法人税法第 22条3項)

ウ.積立金の運用収益の取扱

厚生年金基金は，所得税法上は非課税法人とされ，法人税法上は非収益事業非課税法人

とされるので，運用収益Kは課税され7まい。

(所得税法別表第 1) 

エ.積立金K対する特別法人税

法人税法第 84条陀基き，国家公務員共済組合の長期給付K準ずる給付を行うとした場

合K要する積立金をとえる部分K対して 1~らの税率による法人税が課税される。

(2) 税法上の取扱は，移行後の掛金，積立金については， (l)K準ずるが，適格年金の積立金の

取扱Kついて，特別の規定がある。その取扱は，

7.適格退職年金制度の要留保額(または偶者託料積立金)の取扱

(従業員掛金の額を除<) 

イ.従業員掛金の額

K分かれる

ア.適格退職年金制度の要留保額(または保険料積立金)の取扱

(従業員掛金の額を除<) 

適格退職年金の要留保額は，法人税法施行令第 159条ヲ号 Kより事業主への返還が認

められないが，例外として，事業主が適格退職年金契約を解除し，とれに代えて厚生年金

基金を設立して，その要留保額または保険料積立金相当額のうち受益者(従業員)が負担

した掛金の額以外の金額を，直ち K厚生年金基金の事業主負担の掛金として弘同るむ場合のそ

の払込金額は，事業主K返還するととが認められている。(法人税法施行令第 159条第8

号イ)との場合の事業主への返還金は，雑益として益金の額陀算入されるが，事業主は同

額を厚生年金基金の事業主掛金として基金設立の日を含む事業年度で一時に払い込むとと

が認められ，それが損金K算入される。したがって，所得言慎上は課税所得は生じない。

イ.従業員掛金の額の取扱

適格退職年金から，従業員掛金相当分が，従業員K返還されるとと K左るが，との部分

は所得税の課税済み所得の貯蓄したものの返還と考えられ，返還時Kは所得税は課税され
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左い。

従業員は，との返還金を厚生年金基金の従業員負担の過去勤務債務誰}金K充てるととが

認められ，その充当金は厚生年金基金の控|金として従業員の所得から各年一定C限度を設けて

社会保険料控除が認められる O との取扱は，昭和 41年 11月21日付の大蔵，厚生両者の

覚え書K基〈。

B-4. 

厚生年金基金の運営機関については，厚生年金保険法の中 K第 117条から第 120条にわた

って，その内容と権限が列挙されている。それは大きく分けると三つの機関であるが，第ーに

議決機関としての代議員会，第二K執行機関としての理事会，第三K監査機関としての監事が

とれK該当する。

1. 代議員会

(1)代議員会は代議員をもって組織する。

(2) 代議員の定数は偶数とし，その半数は事業主の選定した代議員(以下選定代議員という)

と，他の半数は加入員のうちから互選した代議員(以下互選代議員という)から構成され，

その任期は二年である。

(3) 代議員会は通常f議員会と臨時代議員会とに分れる。通常代議員会は規約の定めるとと

ろKよt，毎事業年度二回(基金令第 7条では年一回とされているが，とれは最少必要回

数の趣旨)開催されるが，臨時代議員会は必要K応じて理事長が招集するか，代議員の定

数の.三分の一以上の者が書面Kよる招集の請求を行在ったとき K開催される。

(4) 代議員会の職務権限K関して，次の事項が議決事項とされている。

①規約の変更

②毎事業年度の予算

③ 毎事業年度の事業報告及び決算

④ その他規約で定める事項

2. 理事長台よび理事会

(1)理事の定数は偶数とし，その半数は選定代議員のうちから，他の半数は互選代議員のう

ちから，それぞれ互選する。
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(2) 理事のうち一人を理事長とし，選定代議員である理事のうちから，理事を選挙する。

理事長，理事とも任期は二年である。

(3) 理事長は基金を代表し，その業務を執行する。

(4) 理事会での審議事項については，法令上とく K定めは左いが，行政指導Kもとづき，基

金規約K次の事項が定められているo

① 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案

②法第 118条第 2項の規定Kよる理事長の専決処分

③ 事業軍営の具体的方針

④ 常務理事の選任及び解任

⑤ その他業務執行K関する事項で，理事会K沿いて必要と認められたもの

3. 監事

(1)監事は三名であるが，代議員会陀沿いて，学識経験を有する者，選定代議員全よび互選

代議員のうちから，それぞれ一人を選挙し，その任期は二年である。

(2)監事は基金の業務を監査する。

0-1. 

また学識経験を有する監事は，基金と理事長との刺益が相反する事項陀ついて，理事長

K代って基金を代表する。

商法 631条は， r保険金額が保険契約の目的の価額K超過したるときは，その超過したる部

分Kついては保険契約は無効とすJと定めている。

被保険刺益は金銭K見積りうべき利益で.あり(商法630条)，その一副面額が「保険値顧」

(保険価額の概念、が存在し左い責任保険等の場合を除く)であるが，損害保険契約K沿いては，

保険は刺益を得せしめるととを目的とするものでは左いとの建前から，被保険者が保険事故の

発生K際し保険金を受けるとと Kよって利得するととを禁止し，当事者の約定する保険金額は

との保険価額を超えては左ら左いとするのが商法の趣旨と考えられる。とのように保険金額が

保険価額を超過する「超過保険」の諸再強点を概説すれば，次のと金りである。

(1)保険価額の評価基準

保険価額の決定は客観的であることを要し，一般K認められる具体的保険価額は時価Kよ
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るととを原則とする。との「時価」は，保険の目的が新品で左い場合Kは，新品価額から年

数の経過台よび使用Kよる減価額を差し引いた額であれ建物・機械・家財等の「使用財J

については，その物の再築価額または再調達価額から新旧差額を差し引いた額による評価が

行まわれる。

とれに対し，建物の新調達佃額を保険佃績とする「新価保険Jがあれまた保険契約締結

時を基準とする建物更新価額が保険価額となる「建物更新保険」がある。とれらの場合VCj;.，.

いては，それぞれ評価基準が異在るととはいうまでも左い。

(2) 保険価額の評価時点

保険契約当事者があらかじめ保険価額を協定する「評価済保険J，または保険の目的が移

動し保険期間も短期のため保険値額不変更主義をとる運送保険の場合を除き，保険値額は契

約成立時，保険期間中の随時，保険事故発生時を通じ必ずしも一定せず，常K変動する。し

たがって，いずれの時点をとるかによって差異を生ずるが，損害額決定の基準としては損害

発生の地台よび時陀公ける保険価額(商法 638条1項)，超過保険判定の基準としては保険

契約成立時K長ける保険値額によるべきものと解される。

(3) 超過保険の無効部分の保険料返還

超過保険Kついて，商法は，当事者の善意・悪意を問わず，一律に超過部分を，また超過

部分のみを無効としているが，超過保険として契約の一部が無効である場合Kも，保険契約

者孝子よび被保険者が善意でかつ重大左過失がなかったときは，保険者K対しその無効部分

の割合K応じて保険料の一部の返還を求めるととができる(商法 630条)。

C - 2. 

保険業法施行規則第 28条Kもとづき，保険会社が毎決算期に積み立てるととを義務づけら

れている支払備金の内容は，

(1)保険金，返戻金または保険契約Kよる配当金の支払を左すべき場合にないて，未だとれを

支払わ左いものがあるときは，その金額

(2) 既K生じた事由Kより，保険金，返戻金または保険契約Kよる配当金の支払の義務あ bと

認めるときは，その支払額K相当する金額

(3) 保険金，返戻金または保険契約による配当金陀関し訴訟繋属中のものがあるときは，その

金額

-142ー



であり( 28条 1項)，損害保険契約を再保険K付した場合，大京大臣の免許，指定または

認可を交けた保険者に再保険した部分については，責任準備金の場合(施行規則第 37条)と

同様，とれを控除した残額を積み立ててよいとととされている(28条 2項)

支払備金は保険契約Kもとづく給付の全部陀関するものであるが，損害保険支払備金の場合，

そのほとんどすべてが保険金であれ前記3項目のうち(1)は決算日現在すでK支払うべき金額

が確定しているもの， (2)はすでに生じた事由Kよって支払義務があることは認められるが支払

うべき金額が未確定のものについての規定である。

損害保険の場合特K問題と左るのは，一部の保険種目，左かんづく自動車対人賠償保険にな

いて，事故報告が著しく遅れるため，決算日現在すでK発生した損害のすべてが明確K把握さ

れにくいととであるO しかし左がら，発生主義によって期間損益計算の適正化を図る前記規定

の趣旨としては， (2)の支払額未確定損害は既発生既報告損害のみで左<，既発生未報告損害

(Incurred Bu七 No七 Repor七ed Losses) をも含むものと解される。保険行政

上，昭和 45年 7月制定の損寄保険会社「統一経理基準J(昭和47年度未完全実施) K沿い

て， とbあえず自動車保険について新たKr既発生未報告損害陀かかる支払備金J，略称工 B

NR支払備金を，税務上損金処理の可否とは別K，一定の算式によ b積み立てるとととされた

のも，このためである。

c-3. 

保険募集の取締K関する法律(略称「募集取締法J)は，保険契約の募集K関し，契約者保

護と不公正競争防止の見地か与，その関係者(損保の場合，損害保険会社の役員，使用人

または損害保険代理庖)が使用する募集文書図画の内容について，次の事項の記載を禁止して

いる。

(1)保険会社の資産台よび負債に関する事項を記載する場合K台いて，保険会社が毎年大蔵大

臣K提出する決算書類K記載された事項と異なる内容のもの(1 5条 1項)

(2) 保険会社の将来Kなける刺益の配当または剰余金の分配についての予想、に関する事項

( 1 5条 2項)

ととで「募集文書図面」とは，新聞広告，印刷物，看板その他，募集のためまたは募集を容易

左らしめるため使用されるいっさいの文書図画をいう(募集取締法 2条 5項)のであるが，と

の記載禁止事項規定は，単に文書・図面Kとどまらず，放送・映画・演説その他の方法につい
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ても適用され(15条 3項)J とれに違反した場合は 1年以下の懲役または 1万円以下の罰金

K処せられる (22条)。

損害保険の場合，前記禁止事項の(2)!tL:関しては，相互会社の定款の規定Kよる剰余金の分配

のほか，貯蓄性をそなえた長期保険の契約者配当 Kついて，予想、配当金または予想、利回bを記

載するととがとれK該当する。契約者配当の多寡は本来正当左競争の手段であるが，過大ま予

想、によって契約者を勧誘するととが，不公正競争を生じ契約者の期待を裏切る結果と左りやす

いため，現状K沿いてとれを禁止するのが法の趣旨である。将来の予想でなく，過去の事実を

記載することは禁止されてい左いが，損保K台ける長期保険はまだその歴史が浅いため，契約

者配当自体についても有利な幕精をいだかしめる表現が問題と左ろう。

募集取締法 15条K辛子いては，前記(1)， (2)のみを記載禁止事項としているが，広〈一般!tL:，

各種保険商品の内容または担保条件K関しでも，契約者大衆の誤解を招き，あるいは保険約款

の規定と異左る内容の事項を記載することが禁止されるのは，同法 16条陀定める締結または

募集陀関する禁止行為の規定趣旨陀照らして明らかである。

c -.4. 

「損害保険料率算出団体K関する法律J(略称「算定会法J)は，第?条陀台いて， r料率

団体の算出する保険料率は，合理的かっ妥当まものでなければ左らず，また，不当K差別的左

ものであっては左ら左い」と定めている。

とれは，保険料率がCD合理的であり， cg渓当左ものであると同時!tL:，@亦当K差別的なもの

であってはまら左いとする，いわゆる料率算定上の基本3原則を明文化した規定であ払立法

趣旨としては，アメリカのAll 工ndu8七ry Commis 8 ioners Bills (1946年全国

保険長官会議が採択したモデJレ料率算定法案 )Kもとづき各州保険法陀織bとまれた基本原則

すなわち， r料率は reasonableであり adequa七eでまければならず，またunfairー

ユY d iscrimina七oryであってはならない」という基準をと b入れたものである。各原

則。意味は次のように解される。

(1)合理的であるとと

ととで「合理的J(r e as 0 n a b 1 e )とは，料率がその適用対象リスク対して高すぎ左い

(no七 excessive)という面をさすものである。料率はその適用の結果として，すべて

の損害と，すべての事業費を支払ったのち，妥当左利潤を生ずるのにち zうど十分左水準で
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ある場合K.合理的であると考えられる

(2) 妥当左ものである ζ と

ととで「妥当J(adequa七e)とは，料率が低すぎ左い (n0七 inadequa七e)とい

う面をさすものである。適度の競争Kよb料率が「合理的」左水準にあるととが望ましい反

面，過度の競争により料率が不当陀低い水準まで押し下げられ，保険事業の健全性を阻害し

左いととが必要だからである。

(3) 不当 K差別的左ものでないとと

保険料率は，その適用結果の全体として合理的であり妥当であるとしても，同時に契約者

聞の公正が確保され左ければ左らない。損害危険(純保険料)と事業費(付加保険料)に応

じた料率の差別は正当左差別であり，不当K差別的 (unfairly discrimina七ory)

とは，危険度と事業費要素が本質的に同ーのリスクK対し異左った料率を適用するととであ

る。

とのよう在料率算定の基本原則は，料率算出団体の算定する料率の具備すべき要件を抽象的

K規定したものKすぎず，実際の料率が客観的K見て合理的かっ妥当であるか否かについては，

統一性 (uniformi七y)に対する競争原理導入の必要，競争状態の適否の判定，保険事業成

績の迅速的確左把握左ど，問題が多い。
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